
広報こしがやお知らせ版　平成31年（2019年）3月号 ４

A…日時・期間　D…会場　G…内容　F…対象・定員　H…参加費・入場料　C…持ち物　E…申込み　B…問合せ 掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です

　

越
谷
し
ら
こ
ば
と
基
金
で
は
、

快
適
で
活
力
あ
る
魅
力
的
な
ふ
る

さ
と
作
り
を
目
指
し
て
行
わ
れ
る

市
民
活
動
事
業
を
募
集
し
ま
す
。

〈
助
成
対
象
事
業
〉　
自
主
的
、

主
体
的
に
活
動
す
る
市
民
に
よ
る

公
共
活
動
を
目
的
と
し
た
事
業

（
営
利
目
的
の
事
業
、
政
治
的
・

宗
教
的
目
的
を
有
す
る
事
業
、
特

定
の
個
人
・
団
体
等
を
対
象
と
す

る
事
業
、
定
期
的
、
恒
例
的
に
行

わ
れ
て
い
る
事
業
、
備
品
購
入
だ

け
の
事
業
等
は
除
く
）

〈
対
象
事
業
の
実
施
期
間
〉　
交

付
決
定
日
〜
平
成
３２
年
（
２
０
２

０
年
）
３
月
３１
日
㈫

〈
申
込
み
資
格
〉　
市
内
に
活
動

の
本
拠
を
有
し
、
期
間
内
に
事
業

が
終
了
す
る
見
込
み
が
あ
る
団
体

〈
選
考
・
決
定
方
法
〉　
申
請
団

体
に
よ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
、
越
谷
し
ら
こ
ば
と
基
金
運
営

委
員
に
よ
る
意
見
交
換
を
経
て
、

市
長
が
決
定
し
ま
す

〈
申
込
み
方
法
〉　
３
月
２２
日
㈮

〜
２９
日
㈮
に
、
書
類
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
直
接
市
民
活
動
支
援

課
へ
。
必
要
書
類
は
市
民
活
動
支

援
課
、
各
地
区
セ
ン
タ
ー
、
市
民

活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
「
な
な
サ
ポ

こ
し
が
や
」
で
配
布
す
る
ほ
か
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
印
刷
で
き

ま
す

　
個
別
相
談
を
受
け
付
け
ま
す

　

３
月
１９
日
㈫
〜
２６
日
㈫
（
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
に

市
民
活
動
支
援
課
で
助
成
事
業
に

関
す
る
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
事
前
に
左
記
へ
。

b
市
民
活
動
支
援
課
（
第
二
庁
舎

２
階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
５
３

　

１
９
８
９
年
１
月
８
日
か
ら
始
ま
っ
た
「
平

成
」
の
時
代
が
、
２
０
１
９
年
４
月
３０
日
を
も

っ
て
終
わ
り
ま
す
。
「
平
成
」
の
時
代
は
、
激

動
す
る
世
界
情
勢
に
日
本
も
大
き
な
影
響
を
受

け
た
ほ
か
、
自
然
災
害
の
多
発
、
先
端
技
術
の

目
覚
ま
し
い
進
展
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変

容
、
価
値
観
の
多
様
化
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
面
で

変
化
の
目
ま
ぐ
る
し
い
時
代
で
し
た
。

　

「
平
成
」
の
３０
年
間
に
は
、
「
人
権
教
育
啓

発
推
進
法
」
を
は
じ
め
、
「
部
落
差
別
解
消
推

進
法
」
「
障
害
者
差
別
解
消
法
」
「
ヘ
イ
ト
ス

ピ
ー
チ
解
消
法
」
な
ど
、
人
権
に
関
す
る
多
く

の
法
律
が
施
行
さ
れ
、
法
整
備
の
面
で
は
進
展

が
あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
だ
に
、
い
じ
め
、
虐

待
、
Ｄ
Ｖ
（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン

ス
）
な
ど
の
事
件
が
後
を
絶
た
ず
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
は
、
誹
謗
中
傷
や
差
別
的
な
書
き

込
み
が
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、
時
代
の
変
遷
に
伴

う
悪
質
な
事
件
も
引
き
続
き
発
生
し
て
い
ま

す
。
現
在
は
、
施
行
さ
れ
た
法
律
の
具
体
化
と

共
に
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
法
制
定
の
主
旨

や
意
義
を
改
め
て
理
解
し
、
実
践
に
移
し
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

「
平
成
」
は
終
わ
り
、
新
た
な
時
代
が
始
ま

り
ま
す
。
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
差
別
や
偏
見
の

な
い
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
一

人
ひ
と
り
が
人
権
に
つ
い
て
学
び
、
意
識
を
高

め
、
相
手
の
気
持
ち
を
考
え
、
お
互
い
が
心
を

通
い
合
わ
せ
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

主
管
課
＝
人
権
・
男
女
共
同
参
画
推
進
課
☎
９

　
　
　
　

６
３
＝
９
１
１
９
、
教
育
委
員
会
生

　
　
　
　

涯
学
習
課
☎
９
６
３
＝
９
２
８
３

人権について考えてみよう
～「平成」から新時代に向かって～権 そ人 れ は 愛

　

被
保
険
者
の
健
康
の
保
持
増
進

を
図
る
た
め
、
国
民
健
康
保
険

（
実
施
年
度
中
４０
歳
以
上
の
方
）

ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加

入
者
の
人
間
ド
ッ
ク
に
要
し
た
費

用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

＊
年
度
内
に
受
診
結
果
を
提
出
で

き
な
い
場
合
は
国
民
健
康
保
険

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

＊
助
成
後
に
特
定
健
康
診
査
・
後

期
高
齢
者
健
康
診
査
の
受
診
が

判
明
し
た
場
合
、
助
成
金
を
返

還
し
て
い
た
だ
き
ま
す

＊
医
療
費
控
除
特
例
制
度
（
ス
イ

ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
薬
控
除
制
度
）
の

証
明
書
を
発
行
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
お
申

し
出
く
だ
さ
い

＊
平
成
３０
年
分
の
確
定
申
告
等
で

使
用
す
る
場
合
は
、
３０
年
１２
月

末
ま
で
に
受
診
し
た
も
の
が
対

象
で
す
。
３１
年
（
２
０
１
９

年
）
１
月
１
日
〜
３
月
３１
日
に

受
診
し
た
も
の
は
、
３１
年
分
の

確
定
申
告
等
の
対
象
で
す

e
直
接
国
民
健
康
保
険
課
へ
。
北

部
・
南
部
出
張
所
、
地
区
セ
ン
タ

ー
で
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん　

b
国
民
健
康
保
険
課
（
第
二
庁
舎

１
階
）
▽
国
民
健
康
保
険
に
加
入

の
方…

☎
９
６
３
＝
９
１
５
４

▽
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

の
方…

☎
９
６
３
＝
９
１
７
０

平成30年度の人間ドック検診料助成の
申請・請求は3月29日（金）までです

越谷市国民健康保険・後期高齢者医療制度
に加入の方へ

国民健康保険 後期高齢者医療制度

対象者

助成金額

助成要件

申請
・
請求

年度年齢４０歳以上
で越谷市国民健康保
険に加入の方
平成30年度（30年４月１日～31年３月
31日）に受診した人間ドックの検診に要
した費用で10,000円を限度とし、１人に
つき１年度に１回の助成
・国民健康保険税または後期高齢者医療保
険料に滞納がないこと
・人間ドックの検査項目に特定健診の基本
的な検査項目を含むこと
・助成を受ける年度の特定健診または後期
高齢者健診を受診していないこと

越谷市で資格を有す
る後期高齢者医療制
度に加入の方

人間ドックを受診後、申請書、問診・確認
票（国保のみ）、請求書に次の書類を添付
してご申請・ご請求ください。申請書等は
国民健康保険課で配布します
〈持ち物〉
国保・後期共通 …保険証、検診機関で発
行された人間ドック検診料の領収証（原
本）、検診機関で発行された人間ドック検
診結果の写し
国保の方 …世帯主の印鑑、世帯主名義の
振込先口座情報
後期の方 …受診者の印鑑、受診者名義の
振込先口座情報
＊後期加入の方で健診結果の写しの提出が
困難な方は、ご相談ください

越
谷
し
ら
こ
ば
と
基
金
助
成
事
業
の
募
集

ひ  

ぼ
う

□
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通
知
書

　
を
お
送
り
し
ま
す

　

平
成
３０
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

の
年
税
額
に
変
更
が
あ
っ
た
方
や
新

た
に
課
税
さ
れ
た
方
、
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
を
口
座
振
替
に
変
更
さ
れ

た
方
に
納
税
通
知
書
と
納
付
書
（
口

座
振
替
の
方
に
は
通
知
書
の
み
）
を

３
月
１５
日
㈮
に
発
送
し
ま
す
。

b
国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９

１
４
６

□
国
民
健
康
保
険
税
の
仮
徴
収
額
変

　
更
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　

２
月
１４
日
に
発
送
し
た
仮
徴
収
額

決
定
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
方
の
う

ち
、
平
成
３１
年
度
（
２
０
１
９
年

度
）
の
国
民
健
康
保
険
税
の
徴
収
方

法
が
変
更
と
な
っ
た
方
に
仮
徴
収
額

変
更
通
知
書
を
３
月
１５
日
㈮
に
発
送

し
ま
す
。
該
当
の
方
は
６
月
か
ら
口

座
振
替
ま
た
は
納
付
書
で
の
ご
納
付

と
な
り
ま
す
。

b
国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９

１
４
６

□
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
方
法
を

　
変
更
で
き
ま
す

　

平
成
３１
年
度
（
２
０
１
９
年
度
）

の
国
民
健
康
保
険
税
を
、
６
月
以
降

新
た
に
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
で
納

付
予
定
の
方
に
、
納
付
方
法
選
択
に

つ
い
て
の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
発

送
し
ま
す
。
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

を
口
座
振
替
に
変
更
す
る
場
合
は
、

国
民
健
康
保
険
課
、
北
部
・
南
部
出

張
所
で
３
月
２９
日
㈮
ま
で
に
ご
申
請

く
だ
さ
い
。
期
日
を
過
ぎ
た
場
合

は
、
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
の
停
止

時
期
が
８
月
以
降
と
な
り
ま
す
。

〈
申
請
に
必
要
な
も
の
〉　

保
険

証
、
振
替
口
座
の
通
帳
、
届
出
印

（
新
た
に
口
座
振
替
を
申
し
込
む
方

の
み
）

＊
現
在
、
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
に

よ
る
納
付
で
、
３１
年
度
も
継
続
予

定
の
方
は
、
３０
年
度
の
国
民
健
康

保
険
税
納
税
通
知
書
に
記
載
さ
れ

て
い
る
金
額
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

b
国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９

１
４
６

　

市
税
等
は
、
私
た
ち
が
安
心
し
て

暮
ら
し
て
い
く
た
め
の
貴
重
な
財
源

で
あ
り
、
定
め
ら
れ
た
期
限
（
納
期

限
）
ま
で
に
自
主
的
に
納
め
て
い
た

だ
く
も
の
で
す
。
多
く
の
方
が
期
限

ま
で
に
納
付
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
残

念
な
が
ら
一
部
の
方
は
滞
納
し
て
い

る
状
況
で
す
。
税
負
担
の
公
平
性
お

よ
び
税
収
入
を
確
保
す
る
た
め
、
徴

収
対
策
を
強
化
し
て
い
ま
す
。
納
期

内
の
納
付
、
早
期
の
納
付
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

b
収
納
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
２

市
税
お
よ
び
国
民
健
康

保
険
税
の
徴
収
対
策
を

強
化
し
て
い
ま
す
！

□
市
・
県
民
税
の
申
告
は
３
月
１５
日

　
ま
で
で
す

　

必
要
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
市
民

税
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し

た
方
は
、
市
・
県
民
税
の
申
告
は
不

要
で
す
。

a
３
月
１５
日
㈮
ま
で
（
土
曜
・
日
曜

日
を
除
く
。
午
前
９
時
〜
午
後
４

時
）　

d
市
役
所
第
二
庁
舎
５
階
会

議
室
Ａ
〜
Ｃ

＊
申
告
等
の
内
容
に
基
づ
く
、
平
成

３１
年
度
（
２
０
１
９
年
度
）
市
・

県
民
税
の
課
税
（
非
課
税
）
証
明

書
な
ど
の
交
付
は
、
６
月
中
旬
以

降
に
な
り
ま
す

b
市
民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
４

□
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　

平
成
３０
年
度
の
市
・
県
民
税
に
つ

い
て
、
申
告
等
に
よ
り
年
税
額
に
変

更
の
あ
っ
た
方
や
新
た
に
課
税
さ
れ

た
方
、
退
職
等
に
よ
り
納
付
方
法
が

変
更
さ
れ
た
方
に
通
知
書
と
納
付
書

を
３
月
８
日
㈮
に
発
送
し
ま
す
。
新

た
に
お
送
り
す
る
納
付
書
で
お
納
め

く
だ
さ
い
。

b
市
民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
４

□
原
付
バ
イ
ク
等
の
変
更
手
続
き
に

　
つ
い
て

　

原
付
バ
イ
ク
な
ど
の
軽
自
動
車
税

は
、
毎
年
４
月
１
日
の
所
有
者
に
課

税
さ
れ
ま
す
。
盗
難
・
譲
渡
・
廃
棄

な
ど
の
理
由
で
所
有
し
な
く
な
っ
た

原
付
バ
イ
ク
な
ど
は
、
速
や
か
に
廃

車
ま
た
は
名
義
変
更
の
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
軽
自
動
車
や
１
２
５
㏄
を

超
え
る
２
輪
車
を
県
外
で
廃
車
ま
た

は
名
義
変
更
し
た
場
合
は
、
軽
自
動

車
税
申
告
書
（
旧
市
町
村
用
）
を
左

記
へ
ご
郵
送
く
だ
さ
い
。

b
市
民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
５

□
休
日
納
税
窓
口
を
開
き
ま
す

a
３
月
３
日
㈰
・
１７
日
㈰
・
４
月
７

日
㈰
、
午
前
９
時
〜
午
後
３
時　

d

b
収
納
課
（
第
二
庁
舎
３
階
）
☎
９

６
３
＝
９
１
４
２

の
お
知
ら
せ

税

国
保
の
お
知
ら
せ


